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〔研究ノート〕

パレスチナ国家と国際連合

家　　　正　治

　はじめに

　第2次世界大戦後の冷戦構造の象徴とも言うべき「ベルリンの壁」が1989

年に開放された。戦後続いた冷戦の終結は，最も突出して緊張を続けていた

地域の一つである朝鮮半島に影響をもたらし，ユ991年9月，南北朝鮮が国連

に加盟し，同年12月13日には第5回南北高位級会談で「南北間の和解と不可

侵および協力，交流に関する合意書」が締結され，また同年12月3ユ日には南

北政府間で「朝鮮半島の非核化に関する共同宣言」が発表されるなど，朝鮮

半島においても対立から和解への動きが進んでいる。

　しかし，・朝鮮半島と同様に緊張が存在する中東の地域においては依然とし

て混迷が続いている。中東問題の中核はパレスチナ間題であるということは

広く言われていることであるが，パレスチナ国家の存在は今日の国際社会で

どのように位置づけられているかを考察することは，冷戦終結後の新しい国

際秩序の構築を考える上においても意義あるものと考えられる。

　I　バーレスチナ国家独立宣言

　1988年ユ1月15日早朝，アルジェで開催されていた第19回パレスチナ民族評

議会（P　NC）の閉会式において，パレスチナ国家の独立が宣言された。独

立宣言は，パレスチナ入のパレスチナにおける自然権，歴史的かつ正統な権

利，ま．た1947年以降の国連諸決議とアラブ・サミット諸決議に則って，パレ

スチナの自決権，政治的独立，領土に対する主権を行使するため，PNCは

国家独立を宣言レだとしている。また，国連諸決議の中でもとりわけパ1ノス
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チテ分割を決議した1947年の国連総会決議ユ81（皿）に言及し，同決議は今日

でも依然としてパレスチナ入の主権と独立の権利を保障する法的条件を確保

しているとしてい私同宣言はまた，パレスチナ国家は，世界申のパレスチ

ナ入のもので，彼等はそこで国民的，文化的アイデンティティーを発展させ，

平等な権利を樹立できるとし，そこでは，思想の自由，政党形成の自由，多

数による少数の権利保護と少数者の多数決による決議の尊重，社会的公正，

人種・宗教・皮膚の色・性による差別の禁止を基礎とする議会制民主主義，

および法の支配と裁判の独立を確保する憲法の枠内で政治的・宗筆的信条，

人権の一尊重が保証される，としている。

　また，同P　N　Cが採択した「政治声明」は，平和解決の実現のため，P　N

Cは以下の7つの措置の履行を主張している。（1）中東問題の根源たるパレス

チナ間題解決のため，国連監視のもと，安全保障理事会常任理事国およびP

LOを含む当事者が参加する国際会議を開催する必要性。この国際会議は安

全保障理事会決議第242号，338号と共に，自治権を合むパレスチナ入の諸権

利の保障，民族自決に関する国連憲章の原則，およびパレスチナ間題に関す

る国連諸決議の尊重を基礎とすること。（2）1967年以後の占領地からのイスラ

エルの撤退。（3）ユ967年以後の占領地におけるイースラエルベの併合政策の廃止。

（4）国際会議の準備，全ての者への平和と安全確保，パレスチナ人の実効的な

権利享受のため，エルサレムを含むパレスチナ人が国連監督下に置かれるよ

う努力すること。（5）国連決議に削ったパレスチナ難民の解決。（6）パレスチナ

の聖地における宗教活動の自由を保証すること。および（7〕安全保障理事会が

パレスチナを含む関係国の平和と安全を保証すること。また，同政治声明は，

あらゆる形態のテロの拒否を声明している。

　1！月／5日のPNCのパレスチナ独立宣言に対し，米国は，同月16日，レド

マン国務省報道官が記者会見で，（1）P　L　Oを建設的な方向へ動かそうとする

パレスチナ入がいる事を評価し，・さらにこの努力の継続を希望する。（2）米国

がP　L　Oとの対話を開始するにはPNCの結論ではその要件を満たされない。
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（3）安全保障理事会決議第242号，338号への言及は前進であるが，テキスト中

の位置および意味が不明である。（4〕イスラエルの生存権の承認は明確で疑念

の余地のないものでなけれぱならない。（5）テロに関しては声明ではなく実際

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1〕
の行動が評価基準となる一などと述べ，給して生ぬるいとの評価を下した。

　また，日本は，同月ユ6日，外務報道官が談話の中で，「今回第19回パレス

チナ民族評議会が政治声明において，国際会議は国連安保理決議242および

338等を基礎として開催されるべき旨表明したことは，和平実現への重要な

’前進としてこれを歓迎するものである。また，同声明の中でテロリズム拒否

について言及が行われていることを，和平交渉開始への環境作りに資するも

のとして注目してい札また，同評議会による国家独立宣言の採択は，パレ

スチナ人の長年の民族的悲願の意志表明として重要な意義を有するものと考
　（2）
える」と積極的に評価を行なう態度を表明している。

　P　LOは，ユ988年！2月24日から3日間，バグダードで執行委員会（内閣に

相当）を蘭き，パレスチナ側の和平戦略を検討した。同月26日発表された声

明では，同執行委は，（1）アラファト議長のジュネーブ国連総会（同年12月13

日からユ5日まで「パレスチナ間題」を審議）演説は第19回パレスチナ民族評

議会（PNC）で採択された諸決議に合致しており，これを承認する（パレ

スチナ和平のための諸提案が提起されていた）。（2）法律委員会を設置し，パ

レスチナ暫定政府の形態を検討して10日以内に報告書を出す（11月15日，P

NCは「靱定政府に関する決議」を採択しており，P　L　O執行委は暫定政府

設立を設立し，これを中央評議会の承認に付することとなっていた）。（3〕パ

レスチナ国家を承認した約90か国に対し7現在のP　L　O代表部を大使館に格

上げするよう求める，等の方針を決定した。なお，「パレスチナ国家」承認

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
国は1989年1月8日現在，94か国（アラファト議長発表）に達し，既に中国，

（1）　朋刊中東研究j　No．325（1988年12月）8頁。

（2）前掲誌，8草。

（3）今日では，アフリカ，アジア，ヨーロッパおよびラテン・アメリカの約ユ00カ国が承認し

　ている。United　Natio口s，‘The　gu巳stion　of　Pa1巳stine1979－1990’，1991，P118．
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オーストリア，東独（当時）などがP　L0執行委の要請に基づきP　LO事務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
所を「パレスチナ国大使館」に昇格させた。

　皿　パレスチナ分割決議

　上述の独立宣言では，1919年の連盟憲章22条および1923年のp一ザンヌ条

約が，パレスチナ入はオスマン帝国から開放された他のアラブ人達と同様に

自由かつ独立した民族として暗黙に認めている，と声明するとともにパレス

チナ分割決議（国連総会決議181（皿））は「今日でも依然として，パレスチ

ナ人の主権と独立の権利を保障する法的条件を確保している」と宣明してい

る。P　L　OのファルFク・カッドゥーミ政治局長（外相に相当）は，パレス

チナ国家とパレスチナ分割決議との関連に関して，独立宣言は同分割決議に

　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
基づくものであるとはっきり語っている。

　1947年1ユ月29日，国連総会は，パレスチナをユダヤ国家とアラブ国家の2

つに分割し，エルサレムを国連を施政権者とする国際信託統治制度の下にお

き，これら3地域を経済的に連合させるとする公害蛛議を賛成33，反対13，

棄権10で採択した。この決議案にはアラブ諸国は反対した。同分割決議は，

ユダヤ人が入口全体の約3分の1であったが，パレスチナ領土の56％をユダ

ヤ国家に割り当てており，パレスチナ入にとって不利な内容のものであった。

さらに，分割決議が国際法上有効であるかあるいは無効であるか，をめぐっ

て国際法学者の見解は分かれている。無効だとする学者は，国連総会は憲章

上領域の帰属について決定を下す権限を有していないこと，分割決議は内容

的にパレスチナ人の自決権を侵害していること，分割決議はパレスチナに関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
する委任状と抵触していること，などを指摘する。

　しかし，ユ980年代に入ると，国連総会の分割決議を採択する権限を否定す

　（4）　『月刊中東研究』No．327（1989年2月）8頁および46頁。

　（5）　『月刊中東研究」No．325（1988年ユ2月）13頁。

　（6）拙稿「西岸・ガサ地区の法的問題」『西岸・ガサ地区の研究」外務省中近東アフリカ局中

　近東第1課，1994年，27～29頁参照。
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る学者の申にも，同決議を評価すべき側面があるとする見解が打ち出され

たり，また同決議を積極的に解してパレスチナ人民の自決権を引き出そうと

する主張が登場する。その代表的な見解は，Henry　Cattan氏のそれであ

る。ユ973年に刊行された同氏の‘Pa1estine　and　In七emational　Law’にお

いて・分割決議の無勢性の根拠として一1）国連の無権限（imcOmpetence）l

／2）パレスチナ人民の主権侵害，（3漣盟規約および国連憲章の違反，（4）裁判拒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）否，（5）不当な影響，（6）分離の不公正（inequity）の6点が論じ一 轤黷ﾄいる。

ところが，1980年7月，タンザニアで開催された「第ユ回国連パレスチナ間

　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
題セミナーに提出されたぺHパーこおいて，履行さるべき最初のものは，

分割決議の領土規定（territoria1prOvisiOn）であるとする。その履行の効

果的履行は同決議によりユダヤ国家として設定された地理的境界を越えて獲

得したすべての領土から撤退するイスラエルの義務を伴うとし，イスラエル

は同決議の履行に抵抗する権利をもたないとする。この見解は以下の3つの

考慮からなっているとし，／！）イスラエルはその誕生および存在を同決議に基

づけている。（2）イスラエルは同決議を越えて獲得した領土に対しなんらの権

限も有していない。また，1967年に獲得した領土に撤退するイスラエルの義

務を限定することは誤りである。一（3）分割決議は，イスラエルおよびアラブ諸

国間のユ948年およびユ967年の戦争によって無効にきれておらず，その有効性

に影響はない。そして，同決議の履行は，以下の重要な結集を達成するとし

て，（1）パレスチナ難民の3分の2が帰還可能となる。（2）同決議によってパ1ノ

スチナ国家の建設を可能とする。（3）同決議の履行はイスラエルの支配・抑圧

からパレスチナ入の3分の1を解放する，を上げてい私

　幸た，同じ会議にぺニパーを提出したM・O・Besh王er教授は，1947年の分

割決議は，その正義または不正義にかかわりなく，パレスチナ入民のナショ

　（7）　Henry　Catta｛，Pa1estine　and　Intefnational　Law，1973，pp・42－56．

　（8）　Henry　Cattan，‘Tlle　Imp工ementa－ion　of　the　United　Nations　Re昌dutions　on

　　the　Question　of　Pa1estine’，The　United　Nations日Ild　the　Question　of　Palestine；

　　ACo皿pi正ationofEs日ays1980－1982，ユ983，pp．9＿24．
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ナリズムの存在と特定地域での独立の権利を国際社会によって確認されたも

のであり，パレスチナ入民による拒否にもかかわらず，パレメチナ入民のア

イデンティティと国家として存在する権利はシオニズムを除いて疑問視され

　　　　　　　（9）
なかった，とするgさらに，一1980年8月，ウィーンで開かれた「第2回国連

パレスチナ間題七ミナーに出されたW，Thomas　Ma11ison教授のぺHパ

Fは，分割決議はパレスチナにおける2つの異なる民族自決のための権威を

提供していると指摘する。「アラブ国家」の設立のための権威を提供する分

割決議の規定は，総会によるパレスチナ入民の民族自決権の最初の直接的な

承認を構成するものであった。また，総会は分割決議によって同地域に2つ

の民主的な国家を建設して紛争状態を解決しようとしたのであり，他者の民

族的権利を妨害しないという3要件の制限が注目されなければならない，と
　　　　（10）
述べている。

　1947年の国連パレスチナ分割決議から41年後の1988年11月，パレスチナ人

の議会といおれるPNCは，同分割決議に基づきパレスチナ国家の独立を宣

言した。パ1ノスチナ人がパ1ノスチナを分割するという苦汁を飲み込むには40
　　　　　　　　　　　　（／ユ）
年以上の歳月を必要とした。このように，ふたたび同決議がパレスチナ間題

の解決のための基準としてよみがえってきた。

　それでは，分割決議と国連総会の権限との整合性をどのように考えるべき

かという問題が残っている。憲章10条は，総会が憲章の範囲内にある問題・

事項について討議し勧告することができるという一般的権限を認めている。

また，一策14条は，総会が諸国家間の友好関係を害する虞れのある事態につい

て平和的調整のための措置を勧告することができるとする権限を認めている。

したがって，総会の権限は広範であり，総会は委任状に関する事項を審議し

勧告することは可能であるとの解釈に立つこととな私また，パレスヲーナは，

　（g）M．O．Be3hier，‘The　Pa1e昌tinian　Rights　and　the　United　Nations’，op．cit．，

　ACompi1日tio口。fE昌s日ys1980－1982，pp．1＿8．
（10）．W・Thom日s　Ma11ison・‘The　United　Nations　md　the　National　Rights　of　tbe

　PeopIeofPa1estine’，op．cit、，ACompi工at呈。no圭Essays王980－1982，pp．38－52．
　（11）立山良司著『イスラエルとパレスチナ」中央公論社，1989年，4ユ員。
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条件付とはいえ，自決権が承認されていたA式委任統治地域であったが，南

西アフリカはC式委任統治地域で「受任国領土ノ構成部分トシテ其ノ国法ノ

下ご施政ヲ行」（規約22条6項）われることとされ，その相異を指摘するこ

とも可能である。・しかし，・一国際司法裁判所が，1950年に与えた「南西アフリ

カの国際的地位」に関する師合的意見が，「南西アフリカ地域の国際的地位

を決定し，変更する権限は，国際連合の同意を得て行動する南アフリカ連邦
　　（I2）

にある」という箇所を強調する立場が有力となるであろう。

　皿　独立宣言に対する国運総会の対応

　1988年の第43回総会でのパレスチナ問題に関する審議は，米国がアラファ

トP　L　O議長の入国ビザを拒否したことから，総会史上初めてジュネーブの

パレ・デ・ナシオンに場所を移して同年ユ2月13日からユ5日まで行なわれれ

　12月15日の総会決議43／177において，総会は，PNCによるパレスチナ国

の宣言を承認し（acknOw1edge），またユ967年以降占領されている領土に対

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13〕
するパレスチナ人民の主権の行使を可能にする必要を確認した。また，総会

は，国連のシステム内でP　L　Oのオブザーバー資格と機能を損ねることなく，

「パレスチナ解放機構」（P　L　O）の名称に変えて「パレスチナ」の名称が

用いられることを決めた。

　ところで，国家の構成要素として，一定の領土，定住する住民，さらに住

民に対してまた外部からの支酉己に対して実効性を保有する政府が存在するこ

　　　　　　（14〕
とが必要である。まず，領土についてであるが，独立宣言は，パレスチナ国

家の領土画定につき明確には触れてはいない。同宣言は，分割決議に法的根

拠を求めたことにより同決議で「アラブ国家」とされた地域であるとも考え

られるが，安全保障理事会決議242の受け入れを表明していることから西岸

（ユ2）　I．C．J．Reports，1950，p．王44；皆川洗編著『国際法判例集』ユ975年．195頁。

（13）賛成104，反対2（イスラエル，米国），棄権36。

（14）それぞれの確認の難易について，Mauri㏄F1orプNaissance　d’u皿Etat　Palestinien’，

　Revue　Gemm1e　de　Droit　Intematioml　P口blic，Tome93．1989／2、
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・ガザ地区であるとも考えられる。しかし，この問題は，カッドゥーミP　L

○政治局長が将来開催される中東和平国際会議での討議に委ねたいと思う，
　　　　　　（15〕
と述べているように，今後の事態の発展と展開の申で明確な領域は決められ

て行くであろうが，一定の領土が存在することは明らかである。また，住民

について・，イスラエルの占領下にパレスチナ入が居住しており，・また国連総

会が「追放され奪われた郷里と財産に復帰するパレスチナ人の不可譲の権利
　　　　　　　　　（工6）
を同時に再確認する」ように，・住民の存在も明ら・かで・ある。さら．に，政府の

存在であるが，1988年11月15日のP　NCの「暫定政府樹立に関する決議」は

以下のようになっている。（1〕事態の進展に応じ，可能な限り速かにパレスチ

ナ国家に暫定政府を設立すること。12）P　L　O中央評議会と執行委員会は暫定

政府設立の日時を決定する任務を負う。執行委はこの政府を設立し，これを

中央評議会の承認に付す。中央評議会は，パレスチナ人民がパレスチナの土

地に完全な主権を回復するまで，この政府の暫定的性格を承認する。（3）暫定

政府はパレスチナ指導者，および母国内外の有職者から構成される。（4）暫定

政府は，独立宣言，P　L　Oの政治プログラム，およびP　NCの諸決定を基礎

にその政策を策定する。（5）PNCは，衡定政府成立までの期間，この政府の

権限と責任をP　L　Oに与える。

　この暫定政府に関して，カッドゥーミP　L　O政治局長は，「『パレスチナ独

立国家』を実際に運営する暫定政権の樹立問題は，十分かつ広範に協議がな

されなければならない。私としては，現在の情勢下では，時期尚早であり，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
時機にかなっていないと思う」と述べている。現在のところ，明らかに一定

の領土と住民は存在しているとしても，選出された政府は存在せず，また一

定・の領土に対する実効的な権力も存在してし．・ない。Sega1研究員は，パレス

チナ国の国家性に関し，現在のところ国家となる方向に向けて明らかにいく

つかの段階の実体（entity）であるが，国家とは言えないとして，その主た

（15）　『月刊中東研究』No．325（1988年ユ2月）ユ4頁。

（16）総会決議3236（XXIX）。
（17）前掲誌，ユ4頁。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18〕
る理由は確立した政府が存在していないことを上げている。

　それでは，P　NCのパレスチナ国の独立宣言に対して国連総会が承認した

（acknow1edge）ことはどのようた意味をもつのであろうか。この問題を考

察する際に参考になる事例として南ローデシア間題がある。南ローデシアは，

第16回総会第2次再開会期において，憲章第n章の下の非自治地域であると

認定されていた。アフリカ入のボイコットにもかかわらず，1962年12月に総

選挙が強行され，白人支配の下での独立を主張していた右翼の「口Fデシア

戦線」が勝利した。1963年10月，総会は，南ローデシアの事態は国際平和に

対する脅威を構成するとする決議を初めて採択し，同決議はさらに普通選挙

による多数支配が確立するまではローデシア戦線政府の独立の要講を認めな
　　　　　　　（19）
いよう要請した。安全保障理事会も，1965年5月6日，南ローデシアに関す

る初めての決議を採択し，少数政権による一方的独立宣言を受け入れたいよ

うに英国および他の加盟国に要請していたが，1965年11月ユ1日にスミス政権

は一方的な独立宣言を強行した。

　同日，総会は，一方的独立宣言の非難決議を採択して，英国に反乱を鎮圧

するよう要請するとともに安全保障理事会が緊急にこの事態を審議するよう
　　　（20）
勧告した。翌日，安全保障理事会も，一方的独立宣言を非難し，非合法少数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）
土沽姑山軌剖1ψ一　一11　↓ム揃叫ψ』㌧“一　戸1“人＾目昨日I」宇宙蛙1ム・臼以1僅τノ卦恥レ仏い」仁，　よ～彼助伍才凡’よいしと’と三一州血口酬」女謂レ’」0

1965年1ユ月には安全保障理事会は任意的・自発的経済制裁を全加盟国に要請
（22）

し，また1966年12月には国連史上初めて第7章わ下の強制的・命令的経済制

　　　　　（23）
我を決定した。このようにローデシアめ場合，1980年に多数者支配の下にジ

ンバブエとして独立するまで国連によりその承認と国際社会への加盟は拒否

されていた。南ローデシアの場合，国家としての構成要素である領土および

　（ユ8）　Jerome　Sega1，‘Does　the　State　of　Pa1estine　Exist？’，Joumal　of　Pa1estine

　Studie彗，VoL　XIX，No．ユ（且989）pp．28－3エ．

　（19）総会決議1889（XVIII）。

　（20）総会決議2024（XX）。

　（21）安全保障理事会決議216（1965）。

　（22）安全保障理事会決議217（1965）。

（23）安全保障理事会決議232（1966）。
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住民について問題はなかった。また，政府の存在にしても実効的た政府は存

在した。問題はその政府が白人少数者政権であり，多数者の意思が欠落し，

被治者の同意が存在していなかったことである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
　Gow11and－Debbas氏は，その論文で，南ローデシアの場合の非難とパレ

スチナ国家独立宣言の正当化において，国連の多数は準法律的機能（quaSi

工ega1fmCtiOn）を有する一連の行動一自決権の集団的な主張一を示し

たとする。正当化の概念は国際社会で重要な役割を演じる。かって国家承認

によって正当化の機能は個別国家によって行われていたが，国際関係の組織

化により国際社会に新しい状況の正当化を宣言する手段を提供した。正当性

（1egitimacy）は合法性（1ega1ity）とはかならずしも同一ではない。正義や

共同体利益の概念を基礎にして道徳的・政治的枠内で確認される正当性は，

既存の秩序と対置することになるかもしれない。しかし，この過程が成功す

れば，単に正当と見なされていたものが新しい合法性をもつものとして見ら

れるかもしれない。正当化の機能はこのように1932年のスチムソン・ドクト

リンに示される集団的非承認の理論と関連し，そのモダンな形での再生を行

ったものである。新しい正当性を基礎にして，国連の多数によって行なわれ

たこの政治的過程は，国家の新しい行為規範の確立を総会の宣言的決議とい

う手段によってもたらしている。この意味で，正当化の機能またそのコロラ

リーとしての非正当化の機能は，道徳的で正しいものを支持するという政治

的意味内でのみ分析されるのではなく・新しい法秩序の枠内で適用さるもの

である，としている。そして，この正当化（1egitimiZatiOn）の法的効果と

して，最少限，国家によるこの実体（entity）に承認を与えても，尚早の承

認であるから違法であると考えられないことを意味していると述べている。

　勿論，パレスチナ国家の正当’化が行われた背景に，パレスチナ入民の不可

（24）　Vera　GowHand－Debbas，’Co11ectire　Responses　to　the　U皿i工atera1Dec1a閉tions

of　I皿depende1ユ。e　of　Southem　Rhodes三a　and　Pa1estine＝An　Applioation　o｛tbe

Legitim121皿g　Function　of　tbe　U皿it6d　Nat1ons’，B．Y．I，L1，LXI（1990），pp．135－153．

　　　　　　　　　　　　　　（94）



　　　　　　　（25〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26）
讃の権利の再確認，P　L　Oの総会本会議でのオブザーバ資格の承認，武力に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乙7）
よる威嚇または武力の行使の結果としての領土取得の禁止，などが確認され

ていたことに留意されなけれぱならないであろう。

　おわりに

　ユ976年10月26日，南アがバンッHスタ．ンの一つであるトランスカイを「独

立」させた際に，国連総会は同日，「トランスカイの『独立』宣言を拒否し

かつそれを無効と宣言」し，「いわゆる独立トランスカイに対するいかなる形

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（28）
態での承認を否定」するようすべての政府に要請した。この不承認決議は，

アパルトヘイト政策が国際犯罪であり，アパルトヘイトの禁止は強行法規

（juS　COgenS）として確立していることの当然の結果であったであろう。国

際犯罪概念の確立と強行法規の出現によって，また一般的な（erga0甲neS）

義務の増大によって，国連による正当化機能はますます注目されることが想

定される。

　また，南アが不法占拠を続けていたナミビア（南西アフリカ）に対して，

同地域の独立まで国連による直接統治を行なうために，国連は国連ナミビア

理事会を設置し，施政を行なわせれ同理事会は，ナミビアを代表して，世

界保健機関（WHO）に準加盟し，また国連食糧農業機関（FAO）と国際

労働機関（I　L　O）に加盟した事例が過去に存在した。FAOおよびI　L　O

にメンバーとして完全な地位を認められたのは，ナミビア理事会ではなく理

事会によって代表されるナミビアであっれこのナミビアの事例も正当化機

能の先例の一つとして数えることができるであろう。

（25）　例えば総会決議3236（XXIX）。

（26）総会決議3210（XXIX）。

（27）総会決議2625（XXV）（友好関係宣言）。

（28）総会決議31／6A。
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